
水銀について 

１．水銀に関する公表について 

（１）何があったのか 

 

 

    

 

（２）大気汚染防止法の改正 
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（３）公害防止基準値とは                                                 （５）環境及び健康への影響 

 公害防止基準値とは組合の自主基準。超えた場合、停止する。 

⇒ 

 

 

 

 

 

（４）定期測定と連続測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期測定（法定の方法）での５０μｇ/㎥Ｎと連続測定（自主基準）での５０μｇ/㎥Ｎは

単位が同じでも測定方法と測定結果の取扱いが異なり、意味が全く違う。特に、停止

の判断に要する時間の考え方が全く異なる。 

法律は定期測定により、一定期間（３０日または 60日以内に再測定をし）超過して

いたら停止することを規定。 

自主基準は、連続測定（１時間平均値）で２４時間連続超過していたら停止するので、

停止の判断を１日に短縮しているので、非常に厳しい基準を設定している。 

 

当施設の排出ガス（水銀）が周辺環境に与える影響（環境影響評価より） 

年平均値 ０．００25μｇ／㎥（最大着地濃度） ＜ ０．０４μｇ／㎥（国の指針値） 

※当施設２炉から年間通して５０μｇ／㎥ N（公害防止基準値）の排出ガスを 

    排出した場合の最大着地濃度出現地（北北西側 500ｍ付近）の年平均値。 

⇒周辺環境に与える影響は、国の指針値を大きく下回っている。 

一時的に基準値を超えた場合でも、短時間で収束すれば影響はない。 

 

２．今後の進め方 

  公害防止協定の中で、次のようなことを明確化する方向で検討中。 

災害廃棄物の受け入れ、軽故障時の立ち下げ、公表基準、専門家委員会の設置、 

要望・苦情処理の手順。 

 


